
また、利島村では条例により

キャンプや野宿（宿の予約のない夜釣りを含む）は

禁止されています
違反すると過金が科せられます

利島村へお越しのお客様 へ

利島村キャンプ禁止条例（平成14年3月18日条例第3号）
第5条 何人もキャンプ禁止地域においてキャンプを行ってはならない。
第7条 第5条第1項の規定に違反し、同条第3項に規定する利島村職員の指示に従わなかった者に
対しては、5万円以下の過料を科することができる。

利島村 〒100-0301 東京都利島村248
04992-9-0011（令和2年8月版）

ご来島に際して、島内での新型コロナ感染防止のため、

「身体的距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」

などの感染予防・感染対策の徹底をお願いします

特に屋内施設では、「マスクの着用」をお願いします

今後の状況によっては、来島自粛をお願いする場合もありますので、

ご理解いくださいますようお願いします


